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富山県議会会議規則一部改正の件 

 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第１項の規定により提案

理由を付け提出します。 
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富山県議会会議規則の一部を改正する規則 

富山県議会会議規則（昭和32年富山県議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２項中「６週間」を「８週間」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

   



 

提  案  理  由 

 

女性議員・若手議員がより働きやすい議会とするため、本県議会会

議規則の産前産後期間に係る欠席届の対象を産前８週間に改めるもの

である。 


